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官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価実施要領細目

第１ 目的

本細目は、「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評価

実施要領」に基づき、官庁営繕事業の新規事業採択時の評価（以下「評価」という。）

を実施するための運用を定め、もって官庁営繕事業における評価の適正な実施に資する

ことを目的とする。

第２ 評価の対象とする事業の範囲

国土交通省所管予算（官庁営繕費）に係る官庁営繕事業のうち、新営事業を対象とす

る。

第３ 評価を実施する事業

１．評価を実施する事業は、建物本体の事業費を予算化しようとする事業とする。なお、

本細目において「建物本体の事業費」とは、建物本体に係る設計費、工事費のいずれ

か又は両方を含む費用をいい、敷地調査費は単独では建物本体の事業費には当たらな

いものとする。

２．原則として事業採択を行う際の建物（建物群として事業採択を行う場合はその建物

群）を１つの事業単位とする。なお、「事業採択」とは「建物本体の事業費の予算化

」をいう。ただし、建物本体の事業費の予算化に先立って事業計画（建物本体の規模

等）を確定しようとする事業については、事業計画の確定をもって事業採択とする。

第４ 評価の実施、評価結果等の公表及び関係資料の保存

１．評価の実施手続は、次のとおりとする。

（１）評価の実施主体は、国土交通省官庁営繕部（以下「本省」という。）とする。

（２）評価に係る担当部署は、本省にあっては計画課、地方整備局にあっては営繕部計

画課、北海道開発局にあっては営繕部営繕計画課及び沖縄総合事務局にあっては開
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発建設部営繕課とする。

（３）評価を実施する年度は、原則として建物本体の事業費の概算要求書を財務省に提

出する年度とする。ただし、建物本体の事業費の予算化に先立って事業計画を確定

しようとする事業については、当該事業の事業計画の確定が見込まれる年度の前年

度とする。

（４）評価の実施時期は、原則として上記（３）の年度における概算要求書の財務省へ

の提出時（建物本体の事業費の予算化に先立って事業計画を確定しようとする事業

で、事業計画の確定が見込まれる年度の前年度に当該事業に係る国土交通省による

概算要求が行われない場合は、８月３１日。以下同じ。）までとする。

（５）本省は、評価の実施に必要となるデータの収集等を行い、当該事業の予算化につ

いて、学識経験者等の第三者から構成される委員会等の意見を聴いて、当該事業の

予算化に係る対応方針を決定する。

２．評価の結果、採択箇所等の公表は次のとおりとする。

本省は、原則として概算要求書の財務省への提出時に、評価の結果、採択箇所等

を公表するものとする。

３．関係資料の保存は次のとおりとする。

評価に係る担当部署は、完了後の事後評価終了の日に係る特定日以後１０年まで、

評価結果及び採択箇所等に関する資料を保存するものとする。

第５ 評価の手法

１．評価の手法は、別に定める。

２．評価の手法は、本省において公表する。

第６ その他

１．特定国有財産整備計画に基づく新営事業のうち合同庁舎整備事業については、本細

目に準じた評価を行う。

２．本細目は、平成２３年４月１日から施行する。
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なお、本細目の施行に伴い、「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価実施要領細

目」（平成２２年７月３０日付け国営施第１１号）は、廃止する。
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官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法 

 

 

 

１．評価の手順 

 

 官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価は、「事業計画の必要性」、「事業計画の合理

性」及び「事業計画の効果」の３つの視点から行うものとし、「国土交通省所管のいわゆ

る「その他施設費」に係る新規事業採択時評価実施要領」（以下「実施要領」という。）

第４の１（３）に示される当該事業の予算化に係る対応方針（以下「対応方針」という。）

をとりまとめる。 

 

 

２．評価の方法 

 

 「事業計画の必要性」、「事業計画の合理性」及び「事業計画の効果」の各視点につい

ての評価の方法は、原則として次のとおりとする。 

（１）事業計画の必要性 

  事業の特性に応じて別紙１の「事業計画の必要性に関する評価指標」に基づく事業計

画の必要性に関する評点により評価する。 

 

（２）事業計画の合理性 

  事業の特性に応じて別紙２の「事業計画の合理性に関する評価指標」に基づく事業計

画の合理性に関する評点により評価する。 

 

（３）事業計画の効果  

  「業務を行うための基本機能（Ｂ１）」及び「施策に基づく付加機能（Ｂ２）」の２

つの機能に区分して評価を行うこととし、事業の特性に応じて別紙３－１「事業計画の

効果（Ｂ１）の発揮見込みを評価するための指標」に基づく事業計画の効果に関する評

点及び別紙３－２「施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発揮見込みチェックリスト」によ

り評価する。 
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３．対応方針のとりまとめ 

 

 上記の３つの視点について、次の（１）～（３）の要件を全て満たすことを確認した上

で、対応方針をとりまとめる。 

（１）事業計画の必要性に関する評点が１００点以上であること。 

（２）事業計画の合理性に関する評点が１００点であること。 

（３）事業計画の効果に関する評点が１００点以上であること。 

 

 

４．施行 

 

 本手法は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 なお、本手法の施行に伴い、「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法」（平成 25

年３月 26 日 国営施第 30 号）は廃止する。 
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別
紙
１

事
業
計
画
の
必
要
性
に
関
す
る
評
価
指
標

　
１
．
計
画
理
由
が
２
以
上
の
時
は
、
主
要
素
と
従
要
素
に
区
分
し
、
主
要
素
に
つ
い
て
の
評
点
に
従
要
素
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
評
点
の
1
0
％
を
加
え
た
点
数
を
事
業
計
画
の
必
要
性
の
評
点
と
す
る
。

　
２
．
合
同
庁
舎
計
画
、
特
定
国
有
財
産
整
備
計
画
に
基
づ
く
も
の
に
は
、
１
．
で
算
出
し
た
事
業
計
画
の
必
要
性
の
評
点
に
そ
れ
ぞ
れ
1
0
点
を
加
算
し
た
も
の
を
事
業
計
画
の
必
要
性
の
評
点
と
す
る
。

●
建
替
等
の
場
合

計
画
理
由

内
容
　
　
　
評
点

１
０
０

９
０

８
０

７
０

６
０

５
０

４
０

備
　
　
　
　
考

老
朽

施
設
の
老
朽
（
現
存
率
）

5
0
％
以
下

６
０
％
以
下

７
０
％
以
下

８
０
％
以
下

災
害
危
険
地
域
又
は
気
象
条
件

の
極
め
て
過
酷
な
場
所
に
あ
る
場

合
、
1
0
点
加
算
す
る
。

構
造
耐
力
の
著
し
い
低
下

経
年
、
被
災
等
に
よ
り
構
造
耐
力
が

著
し
く
低
下
し
、
非
常
に
危
険
な
状
態

に
あ
る
も
の

狭
あ
い

庁
舎
面
積
（
面
積
率
）

０
．
５
以
下

０
．
５
５
以
下

０
．
６
０
以
下

０
．
６
５
以
下

０
．
７
０
以
下

０
．
７
５
以
下

０
．
８
０
以
下

敷
地
等
の
関
係
で
増
築
が
不
可
能

な
場
合
に
の
み
、
新
営
の
主
理
由

と
し
て
取
り
上
げ
る
。

立
退
要
求
が
あ
る
場
合

借
用
期
限
が
切
れ
即

刻
立
退
が
必
要
な
も
の

期
限
付
き
立
退
要
求
の

も
の

な
る
べ
く
速
や
か
に
返

還
す
べ
き
も
の

借
用
返
還

返
還
す
べ
き
場
合
、
関
係
団

体
よ
り
借
り
上
げ
の
場
合
又

は
借
料
が
高
額
の
場
合

緊
急
に
返
還
す
べ
き
も
の

な
る
べ
く
速
や
か
に
返

還
す
べ
き
も
の

分
散

事
務
能
率
低
下
、
連
絡
困
難

２
ヶ
所
以
上
に
分
散
、
相
互
距
離
が
１

km
以
上
で
（
同
一
敷
地
外
）
、
業
務
上

著
し
く
支
障
が
あ
る
も
の

２
ヶ
所
以
上
に
分
散
、
相
互
距
離
が

3
0
0
m
以
上
で
（
同
一
敷
地
外
）
、
業
務

上
非
常
に
支
障
が
あ
る
も
の

同
一
敷
地
内
に
分
散
、
業
務
上
支
障

が
あ
る
も
の

相
互
距
離
は
、
通
常
利
用
す
る
道

路
の
延
長
と
す
る
。

街
路
、
公
園
及
び
区
画
整
理

等
都
市
計
画
事
業
施
行
地

周
囲
が
区
画
整
理
等
施
行
済
み
で
当

該
施
行
分
だ
け
が
残
っ
て
い
る
も
の

区
画
整
理
等
施
行
中
で

早
く
立
退
か
な
い
と
妨

害
と
な
る
も
の

区
画
整
理
等
が
事
業

決
定
済
で
あ
る
も
の

（
年
度
別
決
定
済
）

区
画
整
理
等
が
計
画
決
定
済
で
あ
る

も
の

シ
ビ
ッ
ク
コ
ア
計
画
に
基
づ
く
も
の

の
う
ち
、
シ
ビ
ッ
ク
コ
ア
内
の
当
該

施
行
分
を
除
く
施
設
、
関
連
都
市

整
備
事
業
等
全
て
が
整
備
済
の
も

の
は
7
点
、
全
て
が
整
備
済
ま
た
は

建
設
中
の
も
の
は
4
点
を
加
算
す

る
。

都
市
計
画
の
関
係

地
域
性
上
の
不
適

都
市
計
画
的
に
み
て
地
域
性
上
著
し

い
障
害
の
あ
る
も
の
、
又
は
防
火
地

域
若
し
く
は
準
防
火
地
域
に
あ
る
木

造
建
築
物
で
延
焼
の
可
能
性
が
著
し

く
高
い
も
の

都
市
計
画
的
に
み
て
地
域
性
上
障
害

の
あ
る
も
の
、
又
は
防
火
地
域
若
し
く

は
準
防
火
地
域
に
あ
る
木
造
建
築
物

で
延
焼
の
可
能
性
が
高
い
も
の

都
市
計
画
的
に
み
て
地
域
性
上
好
ま

し
く
な
い
も
の
、
又
は
防
火
地
域
若
し
く

は
準
防
火
地
域
に
あ
る
木
造
建
築
物

で
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

立
地
条
件
の
不
良

位
置
の
不
適

位
置
が
不
適
当
で
業
務
上
非
常
な
支

障
を
来
し
て
い
る
も
の
又
は
公
衆
に

非
常
に
不
便
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の

位
置
が
不
適
当
で
業
務
上
支
障
を
来

し
て
い
る
も
の
又
は
公
衆
に
不
便
を

及
ぼ
し
て
い
る
も
の

位
置
が
不
適
当
で
業
務
上
又
は
環
境

上
好
ま
し
く
な
い
も
の

地
盤
の
不
良

地
盤
沈
下
、
低
湿
地
又
は
排
水
不
良

等
で
維
持
管
理
が
不
可
能
に
近
い
も

地
盤
沈
下
、
低
湿
地
又
は
排
水
不
良

等
で
維
持
管
理
が
著
し
く
困
難
な
も
の

地
盤
沈
下
、
低
湿
地
又
は
排
水
不
良

等
で
維
持
管
理
が
困
難
な
も
の

地
盤
沈
下
、
低
湿
地
又
は
排
水
不
良

等
で
維
持
管
理
上
好
ま
し
く
な
い
も
の

施
設
の
不
備

必
要
施
設
の
不
備

施
設
が
不
備
の
た
め
業
務
の
遂
行
が

著
し
く
困
難
な
も
の

施
設
が
不
備
の
た
め
業
務
の
遂
行
が

困
難
な
も
の

施
設
が
不
備
の
た
め
業
務
の
遂
行
に

支
障
を
来
し
て
い
る
も
の

施
設
が
不
備
の
た
め
業
務
上
好
ま
し

く
な
い
も
の
又
は
来
庁
者
の
利
用
上

著
し
く
支
障
が
あ
る
も
の

敷
地
等
の
関
係
で
増
築
が
不
可
能

な
場
合
に
の
み
、
新
営
の
主
理
由

と
し
て
取
り
上
げ
る
。

衛
生
条
件
の
不
良

採
光
、
換
気
不
良

法
令
に
よ
る
基
準
よ
り
は
る
か
に
低

い
も
の

法
令
に
よ
る
基
準
よ
り
相
当
低
い
も

の
法
令
に
よ
る
基
準
以
下
で
あ
る
も
の

新
営
の
主
理
由
と
し
て
取
り
上
げ

な
い
。

法
令
等

法
令
等
に
基
づ
く
整
備

法
令
、
閣
議
決
定
等
に
基
づ
き
整
備

が
必
要
な
も
の

国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
及
び
機

構
統
廃
合
等
に
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
機
構
統
廃
合
に
よ
る
場
合
は

主
理
由
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
。

●
新
規
施
設
の
場
合

計
画
理
由

内
容
　
　
　
　
評
点

1
0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

備
　
　
考

法
令
等

法
令
等
に
基
づ
く
整
備

法
令
、
閣
議
決
定
等
に
基
づ
き
整
備

が
必
要
な
も
の

新
た
な
行
政
需
要

新
た
な
行
政
需
要
に
対
応
し

た
整
備

当
該
行
政
需
要
へ
の
対
応
が
特
に
緊

急
を
要
す
る
も
の

当
該
行
政
需
要
へ
の
対
応
を
至
急
す

べ
き
も
の

当
該
行
政
需
要
へ
の
対
応
の
必
要

性
は
認
め
ら
れ
る
が
急
が
な
く
て
よ
い

も
の

機
構
新
設

機
構
新
設
に
伴
う
整
備

整
備
を
行
わ
な
い
場
合
、
業
務
の
遂

行
が
著
し
く
困
難
な
も
の

整
備
を
行
わ
な
い
場
合
、
業
務
の
遂

行
が
困
難
な
も
の

整
備
を
行
わ
な
い
場
合
、
業
務
の
遂

行
に
支
障
を
来
す
も
の

整
備
を
行
わ
な
い
場
合
、
業
務
上
好

ま
し
く
な
い
も
の

（
注
）
１
．
同
一
理
由
で
２
つ
以
上
評
点
の
あ
る
場
合
は
、
高
い
方
の
点
を
採
用
す
る
。

　
　
　
２
．
各
欄
記
載
の
事
項
は
、
一
般
的
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
て
は
ま
り
に
く
い
場
合
は
、
基
準
と
照
合
し
て
適
宜
判
断
す
る
。

　
　
　
３
．
現
存
率
は
、
官
庁
建
物
実
態
調
査
の
結
果
に
よ
る
。

　
　
　
４
．
面
積
率
は
一
般
事
務
庁
舎
に
つ
い
て
は
別
表
に
よ
り
算
出
す
る
。
た
だ
し
、
固
有
業
務
室
が
あ
る
場
合
に
は
分
母
に
そ
の
面
積
を
加
算
す
る
。
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別　表　　　　　面　積　率　算　定　式

1,500㎡以上 900㎡以上 300㎡以上 300㎡未満 摘　　要

S S S S S:現有延べ面積
7.4N+0.4N 7.4N×1.1+0.4N 7.4N×1.2+0.4N 7.4N×1.3+0.4N

N:換算人員

S S S S
　換算人員は、面積
　基準(S35.4.8)による

7.1N+0.4N 7.1N×1.1+0.4N 7.1N×1.2+0.4N 7.1N×1.3+0.4N

基　準　面　積

面積率

RC、CB造
庁舎

木造
庁舎
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別紙２ 

 

事業計画の合理性に関する評価指標 

 事業計画の合理性は、下記の表により評点する。 

評 点 評  価 

１００点 下記のいずれかに当てはまる。 

・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が経済的で

あると評価される場合。 

・同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、リスク等の総合判断に

より事業案の方が合理的であると評価される場合。 

・他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価される場合。 

・他の組織・機関が採算性等の審査等により評価を行う場合であって、当該評価方法

に合理性があると確認できる場合。 

０点 上記のいずれにも当てはまらない。 
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事
業
計
画
の
効
果
（
Ｂ
１
）
の
発
揮
見
込
み
を
評
価
す
る
た
め
の
指
標

別
紙
３
－
１

１
．
Ｂ
１
：
業
務
を
行
う
た
め
の
基
本
機
能
。

２
．
本
表
の
使
い
方
：
各
項
目
ご
と
に
、
事
業
の
現
状
に
最
も
近
い
記
載
内
容
の
欄
を
選
択
し
、
そ
の
係
数
（
1
.1
～
0
.5
）
を
す
べ
て
掛
け
合
わ
せ
、
１
０
０
倍
し
た
数
値
を
「
事
業
計
画
の
効
果
に
関
す
る
評
点
」
と
す
る
。

分
類

1
.1

1
.0

0
.9

0
.8

0
.7

0
.5

国
と
し
て
用
地
を
保
有
で
き
て
い

る
。

用
地
を
取
得
等
で
き
る
具
体
的
な

見
込
み
が
あ
る
。
又
は
必
要
な
期

間
の
用
地
の
借
用
が
担
保
さ
れ
て

い
る
か
、
そ
の
具
体
的
な
見
込
み

が
あ
る
。

用
地
の
取
得
・
借
用
の
見
込
み
が
立
た
な
い
。

自
然
的
条
件
か
ら
み
て
災
害
防

止
・
環
境
保
全
上
良
好
な
状
態
で

あ
る
。

自
然
的
条
件
か
ら
み
て
災
害
防

止
・
環
境
保
全
上
の
支
障
は
全
て

技
術
的
に
解
消
で
き
る
見
込
み
で

あ
る
。

自
然
的
条
件
か
ら
み
て
災
害
防

止
・
環
境
保
全
上
の
支
障
が
あ
り
、

そ
の
支
障
を
技
術
的
に
全
て
解
消

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
軽
微
な
支
障

が
残
る
見
込
み
で
あ
る
。

自
然
的
条
件
か
ら
み
て
災
害
防
止
、
環
境
保

全
上
の
支
障
が
あ
り
、
そ
の
支
障
を
技
術
的

に
全
て
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
重
大
な
支

障
が
残
る
見
込
み
で
あ
る
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
良
好
で
あ

る
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
支
障
が
無

い
か
、
又
は
そ
の
支
障
は
全
て
解

消
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
支
障
が
あ

り
、
そ
の
支
障
が
全
て
解
消
さ
れ

ず
、
軽
微
な
支
障
が
残
る
見
込
み

で
あ
る
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
支
障
が
あ
り
、
そ
の
支

障
が
解
消
さ
れ
ず
、
重
大
な
支
障
が
残
る
見

込
み
で
あ
る
。

都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に

関
す
る
計
画
と
整
合
し
て
い
る
。

都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に

関
す
る
計
画
と
整
合
し
て
い
な
い
が

可
能
、
建
設
ま
で
に
整
合
す
る
具

体
的
な
見
込
み
が
あ
る
。

都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に
関
す
る
計

画
と
整
合
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
建
設
ま
で
に
整

合
す
る
見
込
み
が
無
い
。

敷
地
全
体
の
有
効
利
用
や
敷
地
へ

の
安
全
・
円
滑
な
出
入
り
が
実
現
し

や
す
い
敷
地
形
状
・
接
道
の
状
況

で
あ
る
。
又
は
建
設
ま
で
に
そ
う
い

う
状
況
に
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

敷
地
全
体
の
有
効
利
用
を
実
現
す

る
に
は
、
技
術
的
に
工
夫
を
要
す

る
敷
地
形
状
・
接
道
の
状
況
で
あ

り
、
ま
た
建
設
ま
で
に
そ
の
状
況
が

改
善
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
。

安
全
・
円
滑
な
出
入
り
を
実
現
す
る

に
は
、
技
術
的
に
工
夫
を
要
す
る

敷
地
形
状
・
接
道
の
状
況
で
あ
り
、

ま
た
建
設
ま
で
に
そ
の
状
況
が
改

善
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
。

敷
地
全
体
の
有
効
利
用
や
敷
地
へ
の
安
全
・

円
滑
な
出
入
り
を
実
現
す
る
の
は
困
難
な
敷

地
形
状
・
接
道
の
状
況
で
あ
り
、
ま
た
建
設
ま

で
に
そ
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
見
込
み
が
な

い
。

業
務
内
容
等
に
応
じ
、
適
切
な
規

模
と
な
っ
て
い
る
。

業
務
内
容
等
に
対
し
、
や
や
不
適

切
な
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

業
務
内
容
等
に
対
し
、
著
し
く
不
適
切
な
規
模

と
な
っ
て
い
る
。

建
築
物
の
規
模
及
び
業
務
内
容
に

応
じ
、
適
切
な
規
模
と
な
っ
て
い

る
。

建
築
物
の
規
模
及
び
業
務
内
容
に

対
し
、
や
や
不
適
切
な
規
模
と
な
っ

て
い
る
。
（
駐
車
場
の
不
足
な
ど
が

見
込
ま
れ
る
。
）

建
築
物
の
規
模
及
び
業
務
内
容
に
対
し
、
著

し
く
不
適
切
な
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

構
造

執
務
に
必
要
な
空
間
及
び
機
能
が

適
切
に
確
保
さ
れ
る
見
込
み
で
あ

る
。

執
務
に
必
要
な
空
間
及
び
機
能
が

適
切
に
確
保
さ
れ
な
い
可
能
性
が

あ
る
。

執
務
に
必
要
な
空
間
及
び
機
能
が
確
保
さ
れ

な
い
見
込
み
で
あ
る
。

項
　
　
　
目

位
置

用
地
の
取
得
・
借
用

災
害
防
止
・
環
境
保
全

ア
ク
セ
ス
の
確
保

都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
と
の
整
合
性

敷
地
形
状
等

規
模

建
築
物
の
規
模

機
能
性
（
業
務
を
行
う
た
め
の
基
本
機
能
に
該
当
す
る
部
分
）

敷
地
の
規
模

14



別
紙

３
－

２
施

策
に

基
づ

く
付

加
機

能
（
B

２
）
の

発
揮

見
込

み
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

　 本
表

の
使

い
方

：
下

記
の

項
目

ご
と

に
要

領
に

基
づ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

を
行

い
、

該
当

す
る

評
語

を
選

定
す

る
。

た
だ

し
、

各
事

業
で

取
り

組
む

施
策

は
当

該
事

業
の

特
性

に
合

致
し

て
い

る
こ

と
。

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

状
況

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
２

つ
以

上
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

（
又

は
そ

の
計

画
で

あ
る

。
）

B
 充

実
し

た
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
１

つ
取

り
組

ま
れ

て
い

る
。

（
又

は
そ

の
計

画
で

あ
る

。
）

C
 一

般
的

な
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

A
 官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
※

２
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

特
に

充
実

し
た

取
組

が
計

画
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

４
つ

以
上

取
り

組
ま

れ
る

計
画

で
あ

る
。

B
 官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
※

２
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

充
実

し
た

取
組

が
計

画
さ

れ
て

い
る

。
右

の
施

策
が

２
つ

以
上

取
り

組
ま

れ
る

計
画

で
あ

る
。

C
 官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
※

２
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

一
般

的
な

取
組

が
計

画
さ

れ
て

い
る

。

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
２

つ
以

上
取

り
組

ま
れ

る
計

画
で

あ
る

。

B
 充

実
し

た
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
１

つ
取

り
組

ま
れ

る
計

画
で

あ
る

。

C
 一

般
的

な
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

A
 特

に
充

実
し

た
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

B
 充

実
し

た
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

C
 一

般
的

な
取

組
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

A
 官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
特

に
防

災
に

配
慮

し
た

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
２

つ
以

上
取

り
組

ま
れ

る
計

画
で

あ
る

。

B
 官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
防

災
に

配
慮

し
た

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

右
の

施
策

が
１

つ
取

り
組

ま
れ

る
計

画
で

あ
る

。

C
 官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
防

災
に

関
す

る
一

般
的

な
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

。
※

１
※

２
※

３
※

４

評
価

の
実

施
主

体
が

評
価

（
案

）
を

作
成

す
る

際
に

、
個

別
の

事
業

特
性

に
応

じ
て

本
表

に
記

載
の

無
い

施
策

を
評

価
に

加
え

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
「
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
」
（
平

成
2
6
年

３
月

2
8
日

　
国

営
環

第
３

号
）
の

う
ち

2
.3

(2
)に

よ
る

。
「
公

共
建

築
物

に
お

け
る

木
材

の
利

用
の

促
進

の
た

め
の

計
画

」
（
平

成
2
3
年

5
月

1
0
日

　
国

土
交

通
省

）
に

よ
る

。
「
建

築
設

計
基

準
」
（
平

成
2
6
年

３
月

3
1
日

　
国

営
整

第
2
4
5
号

）
の

う
ち

2
.2

.3
（
2
）
、

2
.7

.2
(2

)(
3
)、

2
.8

.4
(2

)に
よ

る
。

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
基

準
を

満
た

す
計

画
で

あ
る

。
又

は
建

築
物

移
動

等
円

滑
化

基
準

の
適

用
対

象
外

施
設

で
あ

る
。

防
災

性

官
庁

施
設

の
総

合
耐

震
・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
整

備
な

ど
、

一
般

的
な

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

省
エ

ネ
型

器
具

な
ど

の
導

入
が

計
画

さ
れ

て
い

る
。

（
Ｈ

ｆ照
明

、
高

効
率

変
圧

器
、

エ
コ

ケ
ー

ブ
ル

、
ノ

ン
フ

ロ
ン

機
器

、
高

効
率

熱
源

、
Ｖ

Ａ
Ｖ

、
Ｖ

Ｗ
Ｖ

、
節

水
設

備
な

ど
）

木
材

利
用

促
進

機
能

性

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
を

満
た

し
た

上
で

、
特

に
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
に

配
慮

※
４

す
る

計
画

で
あ

る
。

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
を

満
た

す
計

画
で

あ
る

。

関
連

す
る

法
令

、
条

例
、

計
画

、
協

定
等

と
整

合
が

図
ら

れ
て

い
る

。

関
連

す
る

法
令

、
条

例
、

計
画

、
協

定
等

と
整

合
が

図
ら

れ
て

い
る

。

＜
施

策
※

１
＞

火
災

へ
の

特
別

な
対

策
（
ガ

ス
消

火
な

ど
）
／

浸
水

へ
の

特
別

な
対

策
（
防

潮
堤

、
止

水
版

な
ど

）
／

強
風

へ
の

特
別

な
対

策
（
ビ

ル
風

対
策

な
ど

）
／

落
雷

へ
の

特
別

な
対

策
（
高

度
な

雷
保

護
な

ど
）

＜
施

策
※

３
＞

木
造

化
、

内
装

等
の

木
質

化
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
を

燃
料

と
す

る
機

器
の

設
置

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

評
価

要
領

社
会

性
地

域
性

＜
施

策
※

１
＞

自
治

体
・
商

店
街

等
と

の
連

携
（
合

築
、

施
設

・
駐

車
場

の
共

用
、

シ
ビ

ッ
ク

コ
ア

な
ど

）
／

既
存

建
造

物
（
歴

史
的

建
築

物
）
の

有
効

利
用

／
跡

地
の

有
効

活
用

（
景

観
形

成
、

文
化

財
保

護
な

ど
）
／

地
域

性
の

あ
る

材
料

の
採

用
／

地
域

住
民

と
の

連
携

（
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

、
懇

談
会

な
ど

）

環
境

保
全

性

環
境

保
全

性

＜
施

策
※

１
＞

特
別

な
省

エ
ネ

機
器

の
導

入
（
氷

蓄
熱

、
照

明
制

御
、

ア
モ

ル
フ

ァ
ス

変
圧

器
な

ど
）
／

蓄
電

池
／

緑
化

の
た

め
の

特
別

な
対

策
（
屋

上
緑

化
な

ど
）
／

自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
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